
「わたしと年金」エッセイの受賞作品を紹介します…２・３　失業給付と年金との調整…４　
マイナ保険証への移行について…５　令和７年度の健康保険料率が変更（引上げ）となります…６・７
社会保険協会費納入の御礼 /「会員事業所変更届」提出のお願い/
東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券配付終了のお知らせ…８

https://www.nenkin.go.jp https://www.e-gov.go.jp
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http://www.syahokyo-akita.jp
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交通アクセス／車
・秋田自動車道協和ICより角館バイパス経由で約90分
・東北自動車道盛岡ICより国道46号線経由で約70分
・JR田沢湖駅より約25分
公共交通機関
・JR田沢湖駅より羽後交通バス「乳頭線」を利用、たざわ
　湖スキー場前にて下車、徒歩5分（所要時間約30分）

田沢湖スキー場
仙北市にある秋田県内一規模の大きいスキー場。豊かな山並みとルリ
色の田沢湖を望み、ビッグゲレンデにダイナミックなダウンヒルの連続！
ファミリーからエキスパートまで全13コースのゲレンデが楽しめます。
自慢の3つの圧雪コースはまさにパウダー天国！
上質のパウダースノーがあなたの豪快な滑りを待っている！



2／社会保険あきた／7年2･3月

日本年金機構からのお知らせ

厚生労働大臣賞　　石川県　室 田　律 子 様（40代）



社会保険あきた／7年2･3月／3



4／社会保険あきた／7年2･3月

日本年金機構からのお知らせ



社会保険あきた／7年2･3月／5

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ



6／社会保険あきた／7年2･3月

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ
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社会保険あきた／7年2･3月／7
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8／社会保険あきた／7年2･3月

秋田県社会保険協会からのお知らせ

「会員事業所変更届」提出のお願い「会員事業所変更届」提出のお願い

（※日本年金機構へ変更のお届けをされても、日本年金機構における情報保護のため、自動的に当協会に変
更情報が提供されることはありません。変更があった際には当協会にもご連絡をお願いいたします。）
住所・名称等に変更があった場合は、下記の様式にご記入のうえ、郵送かFAXによりご連絡くださいますよ
うお願いいたします。

事業所名称や住所、または事業所記号などが変更となった場合は、年金事務所に手続きしていただ
くとともに、お手数ですが当協会にもご連絡くださいますようお願いいたします。

変更前（下欄全項目記入願います。）
事業所記号

（例：秋◯◯◯） （例：大◯◯◯）

フリガナ

事業所名

電話番号

所 在 地
〒　　　　　－

－　　　　　　　　－

変更後（変更事項のみ記入願います。）
事業所記号

〒　　　　　－

－　　　　　　　　－

〒010-0001 秋田市中通６－７－９
電話  018-831-6205 FAX  018-832-3681秋田県社会保険協会連絡先

会 員 事 業 所 変 更 届

社会保険協会費納入の御礼
令和６年度の協会費を納入いただきましてありがとうございました

「会員事業所変更届」提出のお願い「会員事業所変更届」提出のお願い

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券
配付終了のお知らせ



社会保険あきた／7年2･3月／9

インセンティブ制度について

Ｑ 「インセンティブ制度」とはどんな制度ですか？
また、加入者はどのようなことを行う必要があるのか教
えてください。

Ａ　　　　インセンティブ制度とは、各支部の健康づくり等　　　に関する5つの取組の結果に応じて、インセンティブ
（報奨金）が付与され、健康保険料率の引き下げにつなが
る制度です。47都道府県支部のうち上位15支部に該当す
ることでインセンティブ（報奨金）が付与されます。保険料
負担を軽減するためにも、健康づくり等に関する以下5つの
項目に取り組んでいただくことが大切です。
　1つ目は「特定健診等の実施率」です。お勤めされている
方はもちろんそのご家族も健診を受診いただきますようお
願いいたします。なお、事業者健診においては、データ提供
いただくことで実施率に加算することができます。事業者
健診をご利用いただく事業所様におかれましては、データ
提供にご協力をお願いいたします。
　2つ目は「特定保健指導の実施率」です。健診は受けて
終わりではありません。事業所で保健指導を行うのが難し
い場合は、ＷＥＢ面談や一部の薬局等でも受けられますの
で、積極的なご利用をお願いいたします。
　3つ目は「特定保健指導対象者の減少率」です。日頃か

ら健康的な生活習慣を心掛けていただき、特定保健指導の
対象にならないようにしましょう。秋田支部YouTubeチャ
ンネルにて、運動や食事に関する動画をご紹介しています
ので、ぜひご覧ください。
　4つ目は「医療機関への受診勧奨基準において速やかに
受診を要する者の医療機関受診率」です。健診結果が「要
治療」に該当した方は必ず医療機関を受診してください。
また、事業所様におかれましても従業員の方が受診しやす
い職場環境づくりにご協力をお願いいたします。
　5つ目は「ジェネリック医薬品の使用割合」です。ジェネ
リック医薬品の切り替えにご協力をお願いいたします。
　以上5つの取組にご協力いただくことで、皆様の健康を
維持・増進できるだけでなく、保険料負担の軽減にもつな
がる可能性があります。
　一人ひとりのご理解とご協力が
大変重要となる制度ですので、引
き続きご協力いただきますようお
願いいたします。

「
生
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」

「会員事業所変更届」提出のお願い
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第217回 「時間栄養学」について
「夜中にラーメンを食べると太る」「朝食抜きはよくない」など、よく耳にしますが、【いつ食べるか】に
注目したのが栄養学です。時間帯によっては体への影響が異なることが証明されつつあります。【何をどれ
だけ食べるか】が重要視されてきましたが、食べるタイミングを普段と変えるだけで心身ともに健康的な毎
日を過ごせる可能性があります。

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

一般財団法人秋田県社会保険協会

★ねんきん定期便・ねんきんネットに関するお問い合わせ

★ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）

年金についての相談やお問い合わせ先休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください
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ヒトの体内時計は24時間より少し長めであり、地球の
自転周期の24時間とはずれがあります。24時間に合
わせるため、「リセット」する必要があります。脳の
体内時計は朝リセットされ、肝臓、すい臓、筋肉、腸
などの臓器の体内時計は朝食や運動でリセットされる
といわれています。


